
終わった後のマナーも
大事。ゴミはきちんと
持ち帰りましょう。

残り火などを完全に消
火するため、バケツの
水に付けましょう。

あなたの子育て応援します市川三郷町

子育て世代包括支援センター設置

妊娠中の心配事
不妊治療

思いがけない妊娠

　「ファミリーサポート市川三郷」では、地域の子
育てにお力添えをいただける方を募集しています。
子育てサポーターは次のような活動を行い、子育
て家庭の手助けをします。＊有償ボランティアです

■�早出や残業のとき、保育園や学童、習いごと
への送迎など

■�子育てに関する困りごとへの手助け など

【養成講座の日程】

７月 10 日㈬     午前９時 00 分～昼 12 時
８月 30 日㈮     午前９時 00 分～昼 1 時
９月 17 日㈫     午前９時 00 分～昼 12 時

10 月 ８ 日㈫     午前９時 00 分～昼 12 時
11 月 14 日㈭     午前９時 00 分～昼 12 時

令和２年１月 23 日㈭     午前９時 00 分～昼 12 時
【持ち物】筆記用具　※ 11月 14日は昼食交流会

子育てサポーター養成講座
地域の子育てにお力添えをいただける方を募集

　町では今年度からいきいき健康課子育て支援係内に「子育て世代包括支援センター」を設置しまし

た。子育て世代包括支援センターは、妊娠から出産、育児期間を安心して過ごせるよう、母子健康手

帳の交付から学齢期にわたり子育て期間を切れ目なく包括的に支援を行うための拠点です。

子育てに関する困りごと
まずはお気軽にご相談下さい！！

保健師３名、看護師１名、事務職員３名で対応しています。

産後の不安
育児ストレス

母乳相談

乳幼児健診や
育児教室に
関する事

子どもの病気や
入院に関する

心配事

子育て中の悩み
家族関係の悩み
経済的な悩み

学齢期の心配事
不登校、友人関係

学力面の心配

子どもの発達に
関する心配、困りごと

（発達障害などの相談）

子どもの育て方
子どもとの関わり方

に関する事

虐待に関する相談
ひとり親に関する相談

学童保育
子育て支援センター
ファミリーサポートに

関する事

問町子育て世代包括支援センター（いきいき健康課内）☎ 0556-32-2114

【問い合わせ・申し込み】
ファミリーサポート市川三郷☎ 080-5685-1152
町いきいき健康課子育て支援係☎0556-32-2114

子育てサポーターになるためには養成講座（原則全日程参加）を受けていただくことになります。

安全に花火を楽しむ
わくわく花火スクール 2019in 市川花火公園

　本町の地場産業である花火に親しんでもらい、手持ち花火の
安全な使い方を学んでもらおうと「わくわく花火スクール 2019in
市川花火公園」が開催されました。これはおもちゃ花火の正しい
使い方の啓発や安全基準に関する検査などを行う公益社団法人

「日本煙火協会」が企画したもので、本町の花火業者でつくる「神
明の花火倶楽部」もこの催しに協力しました。
　当日は、町内外から親子連れ約 60 人が参加し、おもちゃ花火
で遊ぶときに用意するものや注意点についての説明を受け、配布
されたおもちゃ花火を楽しみました。（写真上・表紙）
　花火公園に隣接する花火資料館の見学会も行われ、神明の花
火大会の歴史などについての説明を受けました。
　イベントの最後には、協会の担当者が打ち上げ花火などの実
演を行い参加者は大きな歓声を上げていました。（写真左）

花火の飛ぶ方向や音、
花火の煙（風向き）な
どに注意しましょう。

花火で遊ぶときは特に次のことに注意しましょう

花火で遊ぶ時間と場所
は他の迷惑にならない
ようにしましょう

花火で遊ぶ前に
バケツと水を
用意しましょう

花火は必ず
燃えるもののない

広い場所で遊びましょう

花火が終わったら
花火のゴミは必ず
持ち帰りましょう

参考ホームページ
公益社団法人「日本煙火協会」http://www.hanabi-jpa.jp/

神明の花火倶楽部ホームページ
https://shinmeinohanabi.com/

花 火は人や家に向け
たりしないようにしま
しょう。
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75
歳
以
上
の
方
全
員
が
加
入
し
て
い
る

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

関
す
る
お
知
ら
せ
で
す

問町町民課国保年金係
☎ 055-272-1105

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
て
い
る
方
に
納
め
て
い
た
だ

く
、
今
年
度
の
保
険
料
額
が
決
定

し
ま
し
た
。

　
加
入
者
の
保
険
料
額
に
つ
い
て

は
、
昨
年
中
の
所
得
が
確
定
す
る

こ
の
時
期
に
決
定
し
、
保
険
料
決

定
通
知
書
な
ど
を
お
送
り
し
て
い

ま
す
。

　
金
融
機
関
窓
口
や
口
座
振
替
で

保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
け
る
方

は
、
各
納
期
限
内
に
納
め
て
い
た

だ
け
る
よ
う
ご
協
力
下
さ
い
。

今
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
が
決
定
し
ま
し
た

加
入
者
の
皆
さ
ん
に

保
険
料
決
定
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

月 特別徴収(円) 期　別 普通徴収(円)
普通徴収の場合の

納 期 限

期別保険料額

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

計 計

合 計 額

月 特別徴収(円) 期　別 普通徴収(円)
普通徴収の場合の

納 期 限

期別保険料額

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

計 計

合 計 額

納入通知書から見る
保険料の納め方のパターン
■
納
入
通
知
書
の
特
別
徴
収
①
、
普

通
徴
収
②
の
両
方
の
欄
に
保
険
料
額

が
記
載
さ
れ
、
納
付
書
が
同
封
さ
れ

て
い
る

　
⇨�

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
保
険

料
と
、
金
融
機
関
の
窓
口
で
納

付
す
る
保
険
料
が
あ
り
ま
す

■
納
入
通
知
書
の
特
別
徴
収
欄
①
の
み

に
保
険
料
額
が
記
載
さ
れ
、
納
付
書
は

入
っ
て
い
な
い

　
⇨
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す

■
納
入
通
知
書
の
普
通
徴
収
欄
②
の

み
に
保
険
料
額
が
記
載
さ
れ
、
納
付

書
が
同
封
さ
れ
て
い
る

　
⇨�

納
付
書
に
て
金
融
機
関
の
窓

口
で
納
付
し
て
下
さ
い

■
納
入
通
知
書
の
普
通
徴
収
欄
②
の
み

に
保
険
料
額
が
記
載
さ
れ
、
納
付
書
は

入
っ
て
い
な
い

　
⇨
口
座
振
替
で
す

　保険料の納め方は４種類あり
ます。通知書の保険料が記載さ
れている欄や、納付書の有無で
徴収方法が分かります。

限度額適用標準負担額減額認定証が
８月１日より更新されます

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
（
75
歳

以
上
全
員
と
所
定
障
害
の
65
歳
以

上
含
む
）
に
加
入
し
て
い
る
方
が

お
持
ち
の
保
険
証
は
、
７
月
31
日

が
有
効
期
限
と
な
っ
て
い
る
た

め
、
今
月
中
に
新
し
い
保
険
証
を

お
送
り
し
ま
す
。

　
郵
送
の
方
法
は
、
皆
さ
ん
や
ご

家
族
に
、
直
接
手
渡
す
書
留
郵
便

で
す
。

　
受
け
取
っ
た
ら
、
自
分
の
も
の

に
間
違
い
な
い
か
よ
く
確
認
し
、

お
手
元
に
届
い
た
日
か
ら
必
要
に

応
じ
て
お
使
い
下
さ
い
。

　
古
い
保
険
証
は
、
８
月
以
降
使

え
ま
せ
ん
。
大
切
な
個
人
情
報
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
各
自

で
細
か
く
裁
断
す
る
な
ど
し
て
確

実
に
破
棄
し
て
下
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
の
皆
さ
ま

新
し
い
保
険
証
を
７
月
中
に

お
送
り
し
ま
す

　
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
は

７
月
31
日
が
有
効
期
限
で
す

■保険料 ＝ 均等割額 ＋ 所得割額
　　　　　　　　　　　（40,490 円）　　　（所得－ 33 万円）× 7.86％
※保険料の額には、世帯の所得水準などにあわせた軽減措置があります。
※保険料賦課限度額　62 万円

保険料の決め方

　こちらの認定証の色は変更ありませんが、有効期限が令和２年７
月 31日までのものとなり、被保険者証とは別に交付します。
　前年度交付を受けている方で今年度も適用要件に該当する場合
は、引き続き交付します。手続きは不要です。

■納入通知書の期別保険料額が記載されている部分

　平成 31 年度の後期高齢者医療保険料は
次の計算で決まり、７月中にお知らせします。

保険料の軽減率が変更されます

　平成３１年度以降、保険料の軽減特例対象が見

直されます。詳細は、保険証に同封されるパンフ

レットをご覧下さい。

■応募内容　「私の健康の秘訣・若さの秘訣　わが家に伝わる自慢の一品料理」のレシピ（１人前）
■応募資格　山梨県内に住所（住民登録）がある方
■応募期間　7 月１日月～ 8 月 31日土　当日消印有効
■応募方法　町役場本庁舎町民課窓口、各支所住民サービス係窓口にある専用の応募用紙に必要事項を記入
　　　　　　の上、応募作品の写真を添付して郵送で〒400-8587 甲府市蓬沢一丁目15 番 35 号山梨県自
　　　　　　治会館 2 階 山梨県後期高齢者医療広域連合 総務課総務担当まで
■表彰内容　2 点（最優秀賞 1 名：1 万円相当賞品、優秀賞 1 名：5 千円相当賞品）
■そ の 他　入賞したレシピはカードにして県内で配布します

問山梨県後期高齢者医療広域連合☎ 055-236-5671

レシピの

私の健康・若さの秘訣

わが家 大募集
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六郷地区では９月に、三珠地区では１０月に住民健
診が行われます。期限を過ぎても申し込みができま
すので申し込みがまだの方はお早目にお申し込み下
さい。⇒病気の予防、早期発見・早期治療が医療費
抑制につながります。住民健診を受診して健康状態
を維持しましょう！

　
山
梨
県
男
女
共
同
参
画
推
進
セ

ン
タ
ー
ぴ
ゅ
あ
総
合
で
５
月
11
日

㈯
に
、
瀬せ

ち

や

ま

地
山 

角か
く

さ
ん
（
東
京
大

学
教
授
）
を
講
師
に
招
き
男
女
共

同
参
画
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ミ
ナ
ー

基
礎
講
座
「
笑
っ
て
考
え
よ
う
！

男
女
共
同
参
画
社
会
」
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
瀬
地
山
先
生
は
ジ
ェ

ン
ダ
ー
論
を
専
門
と
さ
れ
て
お

り
、
ジ
ョ
ー
ク
を
交
え
な
が
ら
男

女
で
新
し
い
社
会
の
構
築
を
目
指

し
た
講
演
を
さ
れ
ま
し
た
。

　
参
加
さ
れ
た
男
女
共
同
参
画
推

進
委
員
の
感
想
を
紹
介
し
ま
す
。

◎
市
瀬
百
合
子
さ
ん

　
共
働
き
世
帯
が
家
事
に
費
や
す

一
日
の
平
均
時
間
は
男
性
46
分
、

女
性
４
時
間
54
分
で
す
。
ま
た
、
６

歳
未
満
（
就
学
前
）
の
子
を
持
つ
夫

の
育
児
時
間
の
一
日
平
均
は
49
分

で
、
妻
は
３
時
間
45
分
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
男
性
の
家
事
・
育

児
の
時
間
が
短
い
の
は
社
会
問
題

で
は
な
い
か
、
ま
た
、
夫
の
育
休
等

を
普
及
さ
せ
れ
ば
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
充
実
に
繋
が
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
２
０
１
５
年
の
調
査
結
果
で

は
、
男
女
と
も
に
結
婚
相
手
に
求

め
る
条
件
の
１
位
は
「
人
柄
（
相

性
）」
で
２
位
が
「
家
事
・
育
児

の
能
力
」、
３
位
が
「
仕
事
へ
の

理
解
」
で
し
た
。
や
は
り
男
女
と

も
家
事
・
育
児
、
仕
事
へ
の
理
解

を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
ま
た
、
家
事
・
育
児
は

手
伝
う
も
の
で
は
な
く
共
有
や
分

担
す
る
も
の
で
あ
る
と
強
調
し
、

今
後
も
男
女
が
互
い
に
歩
み
続
け

て
ほ
し
い
と
話
さ
れ
ま
し
た
。

◎
笠
井
辰
生
さ
ん

　
瀬
地
山
先
生
は
戦
う
方
で
し

た
。
数
年
前
の
某
メ
ー
カ
ー
の
Ｃ

Ｍ
が
性
別
役
割
分
担
を
固
定
化
す

る
悪
質
な
も
の
だ
と
抗
議
し
、
夕

食
づ
く
り
担
当
の
先
生
は
、
こ
の

メ
ー
カ
ー
の
商
品
は
い
ま
だ
に
一

切
買
わ
な
い
そ
う
で
す
。

　
一
日
の
家
事
の
時
間
が
男
女
で

違
い
す
ぎ
る
現
状
を
、
林
業
に

例
え
て
お
話
し
さ
れ
、
植
林
を
す

る
業
者
よ
り
、
し
な
い
業
者
の
安

い
材
木
ば
か
り
が
買
わ
れ
れ
ば
い

つ
か
ハ
ゲ
山
ば
か
り
に
な
る
よ
う

に
、
家
事
・
育
児
を
す
る
働
き
手

よ
り
、
し
な
い
働
き
手
ば
か
り
が

雇
用
さ
れ
れ
ば
い
つ
か
家
事
・
育

児
が
し
に
く
い
社
会
、
つ
ま
り
少

子
化
に
な
る
の
は
明
ら
か
で
、
植

林(

子
育
て)

を
し
な
が
ら
働
く

環
境
を
職
場(

社
会)

が
織
り
込

む(

コ
ス
ト
を
応
分
に
負
担
す
る)

必
要
が
あ
る
と
話
さ
れ
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
男
性
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
は
重
要
で
、
夫
の

育
休
普
及
や
予
測
で
き
る
出
産
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
職
場
も
合
わ
せ
る

べ
き
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
し
か
し
こ
の
講
演
メ
モ
を
読
み

返
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
某
化
学

メ
ー
カ
ー
勤
務
の
男
性
が
一
か
月

弱
の
育
児
休
業
を
取
得
後
、
出
勤

し
た
翌
日
に
転
勤
命
令
を
受
け
、

転
勤
の
猶
予
も
有
給
休
暇
の
消
化

も
拒
否
さ
れ
た
と
い
う
あ
ん
ま
り

な
ニ
ュ
ー
ス
が
話
題
に
な
っ
て
い

ま
す
。
瀬
地
山
先
生
に
ま
た
火
が

つ
い
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

男
女
共
同
参
画

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ミ
ナ
ー
基
礎

講
座
に
参
加
し
ま
し
た

120

国保財政の健全化には皆さまのご協力が必要です
　町民の約２５％が加入している国民健康保険。加入者の高齢化や医療技術の高度化、生活習慣病の増加
などにより医療費が増加し、深刻な財政状況が続いています。

　今回の国保危機シリーズでは、医療費が増える理由、医療費節約のコツ、健康管理の第一歩である住民

健診についてお知らせします。

　一人ひとりが医療費や健康管理に関心を持ち、医療費の削減や負担軽減につなげましょう。

　国保財政の健全化にご理解ご協力をよろしくお願いします。

医療費が増える理由

国保危機シリーズ⑯
市川三郷町の

　町民の皆さまに関わる問題として、
国民健康保険（以下「国保」）制度を支
える財政状況を、さまざまな角度か
らお伝えしています。

問町町民課国保年金係☎ 055-272-1105

■人口構造の高齢化
■医療機関へのかかり方
　�軽い症状にもかかわらず「初診で大病院を受診

する」「複数の医療機関にかかる」などは医療費

がかさむ原因になります。

■生活習慣病の増加
　�生活習慣の変化に伴い、長期治療が必要な慢性

疾患の患者が増えています。

■医学、医療技術の進歩
　�医療技術の進歩により、これまで治療が難しかっ

た病気も治すことができるようになった反面、治
療にかかる費用も増えています。

医療費節約のコツ
■�生活習慣を見直し、栄養・運動・休養を

バランスよくとりましょう。
■安易な重複受診はやめましょう
　�同じ疾患で複数の医療機関にかかる重複受診は、

医療費が余計にかかるだけでなく、度重なる検査
や投薬で体に悪影響を及ぼすおそれがあります。

■休日・夜間の受診は控えましょう
　�休日や時間外受診は、割増料金がかかります。

緊急以外は、平日の時間内に受診しましょう。

■かかりつけ医を持ちましょう
　�病歴や体質などを把握しているかかりつけ医を

持つことで、より高い治療効果が望めます。

■定期的に健診を受け、健康管理に役立てましょう
　【参考】市川三郷町の特定健康診査受診率

　　　55.7％（県平均は 44.6％、県内 7 位）

令和元年６月現在の加入者　3,886人《人口15,799人》

46％
1,800人

65
歳
～
74
歳

■国保加入者の年齢構成

加入者の年齢構

成を分析すると、

65 歳 か ら 74
歳の前期高齢者

の加 入割 合 が、

平成 26 年度は

39.8％だったの
に対し、現在は

46 ％と 大 幅 に
増加し、加入者

の高齢化が進行

しています。

65
歳
未
満

54％
2,086人

　ジェネリック医薬品は、低価格なのに、安全性

や効き目は新薬と同等と認められている後発医薬

品のことです。安全性や効き目は新薬と同等で薬
代が節約できるため、年々増える医療費の抑制に
もつながります。

ジェネリック医薬品を
積極的に
利用しましょう！

医療費増加
抑

えよう！

医療費節約
進

めよう！

生活習慣の見直し、定期健診の受診
ジェネリック医薬品の利用

時間外受診、生活習慣病の増加

　山梨県では、毎年「統計グラフコンクール」を実施し

ています。普段気になっていること、疑問に思ったこと

などを調べて統計グラフを作ってみませんか？

是非ご応募下さい。

【応募資格】県内在住の小学生以上■第１部（小学校１・２
年）■第２部（小学校３・４年）■第３部（小学校５・６年）
■第４部（中学生）■第５部（高校生以上）▽パソコン統計
グラフの部（小学生以上）

【課題】自由（ただし小４以下は自ら観察調査した結果をグラフにする）

【応募締め切り】９月４日㈬

【規格】Ｂ２判（紙質、色彩は自由。
パネル仕上げ、表面のセロハンカバーなどの調製はしない）

【応募方法】山梨県県民生活部統計調査課（〒４００－
８５０１甲府市丸の内１－６－１） あて郵送または持参

【表彰】各部門とも知事賞１点以内、教育長賞２点以内、
入選２点以内、佳作若干

※�優秀作品は「統計グラフ全国コンクール」に出品します。

問県県民生活部統計調査課 ☎ 055-223-1340

統計グラフコンクール 作品募集
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